
内

閣

府

○

令
第
一
号

環

境

省

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
関
係
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

環
境
大
臣

原
田

義
昭

環
境
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置

を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

環
境
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定

内

閣

府

め
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

環

境

省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年

[

条
を
加
え
る
。]

法
律
第
百
七
号
）
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
、
建
築

物
用
地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
号
）
、
土

壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
又
は
建
築
物
用

地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
二

十
二
号
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
自
然
由
来
特
例
区
域
の
土
壌
搬
出
時
の
認
定
調
査
に
係
る
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行

規
則
の
特
例
）

第
二
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
汚

１

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
国
家
戦
略
特
別
区

染
土
壌
搬
出
時
認
定
調
査
事
業
（
認
定
調
査
で
あ
っ
て
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
内
の

域
会
議
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
国
家
戦
略

自
然
由
来
特
例
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た

特
別
区
域
汚
染
土
壌
搬
出
時
認
定
調
査
事
業
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と

十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
第
一
項
第

き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
国
家
戦
略
特
別
区

三
号
に
規
定
す
る
認
定
調
査
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略

域
汚
染
土
壌
搬
出
時
認
定
調
査
事
業
に
つ
い
て
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
以

特
別
区
域
内
の
自
然
由
来
特
例
区
域
（
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十

十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
で
あ
っ
て
、
当

九
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
自
然
由
来
特
例
区
域
の
指
定
に

該
区
域
内
の
土
地
の
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
状
態
が
専
ら
自
然
に
由
来

係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
で
あ
っ
て
、
認
定
調
査

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い

時
地
歴
調
査
（
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
計

定
す
る
情
報
の
把
握
を
い
う
。
）
に
よ
り
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

画
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け



の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
区
域
計
画
に
定
め
ら
れ
た
国
家
戦
略
特

つ
い
て
は
、
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定

別
区
域
汚
染
土
壌
搬
出
時
認
定
調
査
事
業
に
つ
い
て
、
規
則
第
五
十
九
条
第
二
項
第

す
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

二
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
自
然
由
来
特
例
区
域
の

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類
以
外
の
特
定
有
害
物
質
の
種
類
で
あ
っ
て
、
認

定
調
査
時
地
歴
調
査
（
規
則
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
情
報
の
把
握
を
い
う
。
）
に
よ
り
土
壌
溶
出
量
基
準
及
び
土
壌
含
有
量
基
準

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
規
則
第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特

定
有
害
物
質
の
種
類
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
掘
削
対
象
地
に
お
い
て
自
然
由
来
特
例
区
域
の
指
定
後
に
当
該

２

前
項
の
規
定
は
、
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令

自
然
由
来
特
例
区
域
内
に
搬
入
さ
れ
た
土
壌
（
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（

第
十
号
。
以
下
「
処
理
業
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
十
七
号
イ
に
規
定
す
る
調

平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
五
条
第
二
十
二
号
イ
に
規
定
す
る
浄
化
等
済

査
又
は
掘
削
対
象
地
に
お
い
て
自
然
由
来
特
例
区
域
の
指
定
後
に
当
該
自
然
由
来
特

土
壌
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
認

例
区
域
内
に
搬
入
さ
れ
た
土
壌
（
処
理
業
省
令
第
五
条
第
十
七
号
イ
に
規
定
す
る
浄

定
を
受
け
た
土
壌
を
除
く
。
）
に
係
る
認
定
調
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

化
等
済
土
壌
及
び
土
壌
汚
染
対
策
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知

事
の
認
定
を
受
け
た
土
壌
を
除
く
。
）
に
係
る
認
定
調
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

（
建
築
物
用
地
下
水
の
採
取
の
許
可
の
技
術
的
基
準
に
係
る
建
築
物
用
地
下
水
の
採

取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
例
）

第
三
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
特
定
事
業
と
し
て
、
帯
水
層
蓄
熱
型
冷
暖
房

[

条
を
加
え
る
。]

事
業
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
（
建
築
物
用
地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
指
定
さ
れ
た
地
域
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
二



以
上
の
揚
水
設
備
を
用
い
て
帯
水
層
に
あ
る
被
圧
地
下
水
の
揚
水
及
び
還
水
を
一
体

的
に
行
う
こ
と
を
通
じ
て
当
該
地
下
水
を
冷
暖
房
の
用
に
供
す
る
事
業
（
採
取
し
た

地
下
水
の
全
量
を
外
気
に
接
す
る
こ
と
な
く
同
一
の
帯
水
層
へ
還
元
す
る
も
の
に
限

る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣

の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
区
域
内
に
あ

っ
て
は
、
指
定
都
市
の
長
。
こ
の
項
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）
が
認
め
る
も
の
に
つ

い
て
、
建
築
物
用
地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
条
中
「
別

記
の
と
お
り
」
と
あ
る
の
は
「
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
の
位
置
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
七
条
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
同
法

第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
帯
水
層
蓄
熱
型
冷
暖
房
事

業
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
際
に
実
施

し
た
実
証
試
験
で
被
圧
地
下
水
を
揚
水
及
び
還
水
し
た
帯
水
層
の
範
囲
内
と
し
、
か

つ
、
揚
水
機
の
吐
出
口
の
断
面
積
は
、
当
該
試
験
に
お
い
て
用
い
た
揚
水
設
備
の
吐

出
口
の
断
面
積
以
下
」
と
す
る
。

一

帯
水
層
蓄
熱
型
冷
暖
房
事
業
を
実
施
す
る
場
所
は
、
連
続
す
る
敷
地
で
一
体
的

に
開
発
を
行
う
区
域
と
し
、
か
つ
、
連
続
し
た
地
層
構
成
及
び
同
一
の
土
質
を
有

す
る
こ
と
。

二

帯
水
層
蓄
熱
型
冷
暖
房
事
業
を
実
施
す
る
場
所
に
お
け
る
土
質
に
係
る
測
定
結

果
（
揚
水
を
行
う
帯
水
層
に
接
す
る
粘
性
土
層
の
載
荷
に
対
す
る
圧
密
量
の
測
定

結
果
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
当
該
粘
性
土
層
が
過
圧
密
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、

揚
水
時
の
圧
密
圧
力
が
圧
密
降
伏
応
力
に
対
し
て
十
分
に
小
さ
い
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。



三

帯
水
層
蓄
熱
型
冷
暖
房
事
業
を
実
施
す
る
場
所
に
お
い
て
、
季
節
に
応
じ
た
地

下
水
や
地
盤
へ
の
影
響
を
把
握
す
る
た
め
に
十
分
な
期
間
、
当
該
事
業
と
同
程
度

の
規
模
で
被
圧
地
下
水
を
採
取
し
、
そ
の
全
量
を
同
一
の
帯
水
層
へ
還
元
す
る
実

証
試
験
を
実
施
し
た
結
果
、
当
該
場
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
地
下
水
位
、

地
盤
高
、
地
下
水
の
水
質
及
び
間
隙
水
圧
に
著
し
い
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

。
四

前
号
の
実
証
試
験
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
及
び
当
該
設
備
の
運
用
時
に
想
定
さ
れ

る
熱
負
荷
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
地
下
水
の
温
度
変
化
に
係
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
（
実
測
値
が
再
現
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
得
ら
れ
る
情
報
か
ら
、

地
下
水
の
温
度
に
著
し
い
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
。

五

揚
水
設
備
の
維
持
管
理
及
び
緊
急
時
の
対
応
に
関
す
る
計
画
の
策
定
、
揚
水
設

備
の
試
運
転
の
実
施
、
帯
水
層
蓄
熱
型
冷
暖
房
事
業
の
実
施
期
間
中
に
お
け
る
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
及
び
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
の
都
道
府
県

知
事
へ
の
報
告
、
緊
急
時
の
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
そ
の
他
の
地
盤
沈
下
の
防

止
等
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


